
 
 

 

新年度が始まりました。入学、進級おめでとうございます。 

さて、４月９日（木）の入学式では、新入生 2３２名を迎えました。今年進級した２年

生が２０４名、３年生が１９８名で新入生を合わせると全校生徒は 6３４名となりまし

た。多くの人が新しい環境での第一歩を踏み出す季節、春。学校生活やその他の場所で仲

間とのさまざまな出会いが待っています。 

仲間とともに行事や学校行事等に取り組む中で、心を「繋ぎ」、「結びつき」、仲間と

の「絆」を深め、自分や仲間が成長していきたいと願いを込めてこの生徒支援のタイトル

は「結繋～きずな～」としています。学校生活の中で、生徒の頑張っている姿や保護者の

皆様と共有しておきたい内容を発信していこうと思っています。学校での学びを伝えるこ

とで、家庭や普段の生活に生かし、この支援たよりが学校と生徒、学校と家庭が繋がるた

めのツールになりたいと考えています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

【保護者の皆様へ】 

新入生の保護者の皆様、 ご入学おめでとうございます。お子様の成長を心からお祝い申

し上げます。並びに２・３年生の保護者の皆様、昨年度も府中緑ヶ丘中学校の教育活動へ

のご理解とご協力を賜り、ありがとうございました。私たち教職員も気持ちを新たに日々

の教育活動に励んでいきますので、今年度もよろしくお願い申し上げます。 

この生徒支援だよりは、保護者、地域の皆様とともに生徒の健全な育成を目指して毎月

発行しています。お知らせや、生徒の様子で気になることなども記載することがあります

ので、お子様と一緒に目を通していただけると幸いです。 

☆★☆  生徒支援だより ４月号                    

                令和８年 ４月２３日発行 
             府中町立府中緑ヶ丘中学校  

生徒支援部  ☆★☆ 

       

結繋～きずな～

【緑中三訓】 
＊時を守り 
＊場を清め 
＊礼を正す 



 生徒支援部として今年度掲げることがあります。それは、 

 

 

 

 

 

 いじめとは「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童

生徒と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が

心身の苦痛を感じているのものをいう。」と法律で定められています。授業やそのほかの学

校での活動全体を通して、いじめが起こらない。起こさせない取組も継続して行っていきま

すが、これまでのケースを振り返ると「大事（おおごと）にしてほしくないから言わなかっ

た」という声が、被害者からもその周りからも聞かれることがありました。そこで生徒指導

対応規程の「いじめ」への指導内容を変更しました。 

【旧生徒指導対応規程】 

 

 

 

 

【新生徒指導対応規程】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在広島県では、「いじめの積極的認知」が進められています。令和 6年度時点では、他

県と比べていじめの認知件数が少ない状況にあります。これは「いじめが少ない」という肯

定的評価ができる一方で、「本来いじめであるものをいじめとして認識できていない」とい

う評価もできます。私たちは、「いじめ見逃し０」を掲げることで、「いじめの認知件数」

が多くなったとしても、「苦しんでいる生徒をしっかりと救える学校」を目指したいです。

些細なことでもよいので気になることがありましたら学校までご連絡やご相談ください。 

『いじめ見逃し０』を目指します！

【変更点】 

いじめへの対応に「原則」

「被害生徒の心のケアを最優

先にし、柔軟に対応」と明記 

【ねらい①生徒の意識改革】 

いじめと訴えると「大事にな

る」という認識を改め、被害

生徒自身も目撃者も近くの大

人に伝えやすくなること。 

【ねらい②教員の意識改革】 

いじめという言葉の重みを軽減し、「初期のいじめ

（いじめの芽）」から積極的な指導や取り組みにつ

なげる。訴えがあれば必ず指導するというわけでは

なく、被害生徒や保護者の思いを大切にする。 



もう 1点、保護者の皆様へご協力お願いしたいことがあります。それは、SNSにかか

わるトラブルについてです。本校でも毎年「非行防止教室」の一環として SNSがらみの

トラブルについて KDDIをお招きして注意喚起と生徒に考えさせる場を設定しておりま

す。（今年度は 6月初旬に設定）また、SSTの授業の中でもスマートフォン等の使い方

について学習しています。しかし、近年全国的に SNSのトラブルが多発し本校でも毎年

SNSがらみのトラブルが後を絶ちません。そして、SNS のトラブルは学校では対応する

ことが難しい事案が多いです。また、スマートフォンに関しては学校が支給しているわけ

でも、推奨しているわけでもありませんので、保護者の責任で管理をお願いします。以上

のことから、生徒指導対応規程に以下の項目を追加し明記させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１０日(金)に行われた全校オリエンテーションでは、新入生への歓迎のあいさつや

クイズなどを執行部が考えてくれて、新入生を迎えました。一日の流れをまとめた動画も

流してくれて、１年生にもわかりやすい内容となりました。 

 

 

 

 

 生徒の皆さんへ、「志を育てる～心に向き合い、挑戦する」が今年度の緑ヶ丘中学校の学

校教育目標です。新しい 1 年のスタートを前に「頑張ろう！」という思いを抱いている人

が多いですね。そんな皆さんのがんばろうという思いを大切にしたいです。時には疲れるこ

ともあるでしょう。そんな時は素直にそれを伝えてみてください。時にはうまくいかないこ

ともあります。でもそこで「悩むこと」も頑張っている証拠。私たち教職員がそのそばで応

援しています。一緒に、笑い・泣き・悩みながら成長していく 1年にしよう！！「アイワナ

ビーア君のすべて！！」 

 

 

学校外での生活に関わって SNS 上で発生するトラブルについては、管理責任者である保護者が

対応する。学校は保護者の相談に応じ警察及び法務局など関係機関を紹介する。 

 

※SNS は、グループ内の者しか内容を把握できないことも多く、そこで起こったことを学校が把握して対応す

ることは大変難しく、またその内容も、法律に違反する内容や、民事上の賠償責任を負うことになりかねない

ケースもあり、現状としては、それらのトラブルを学校がすべての責任をもって解決するのは困難なため。た

だし、学校で生起したいじめ等に関わる SNS上でのトラブルについてはこれまで同様学校で対応する。 

※そのほか学校は非行防止教室、SSTの授業等で啓発とスキルトレーニングに努める。 



 

 


